
マイナ免許証でのレンタカー貸出に関するお知らせ 

 

瀧冨工業では、従来の運転免許証の他に、マイナンバーカードと運転免許証の一体化

された「マイナ免許証」もご利用いただけます。 

 

マイナ免許証をご提示いただく際は、店頭にてご本人様がご自身のスマートフォンな

どの端末で『マイナンバーカードの読み取りアプリ』を使用していただき、免許証情

報を弊社従業員にご提示をお願いいたします。 

 

【必要なもの】 

①お客様（運転者）のマイナ免許証 

②マイナ運転免許証読み取りアプリがインストールされたスマートフォンなどの端末 

 

弊社従業員がお客様の「マイナ免許証」を読み取る作業は行いません。あらかじめご

了承ください。 

また以下の場合、レンタカーの貸渡をお断りする場合があります。 

・スマートフォン端末にて運転免許証情報を確認できない場合 

・事前保存した免許証内容確認画面のスクリーンショット画像等でのご提示 

 

なお、「従来の運転免許証のみ」の方、「マイナ免許証と従来の運転免許証を併用」の

方は、従来の運転免許証のみのご提示でレンタカーをご利用いただけます。 

 



店頭でのマイナ免許証ご提示の流れ
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